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2016年も残すところあと僅かとなりました。本年の商工

会事業運営へのご理解ご協力に対し心より御礼申し上げま

す。2017年も宜しくお願い申し上げます。～役職員一同 

平成２９年新年賀詞交歓会及び 

新春経済講演会の開催について 

 村松商工会では、総務委員会の主催により新年恒例

の「新年賀詞交歓会」を開催します。 

 今回は記念講演として、金融・経済、特に県内経済

の動向に精通する「㈶新潟経済社会ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ」研究部

長・江口知章氏を講師にお迎えし、「新春経済講演

会」を開催します。国内外及び県内経済の現状を見据

え、それらの環境変化に対応し得る企業経営のヒント

と指針について講演いただきます。 

 会員皆様相互の親睦と情報交換の場として、ぜひご

出席ください。 

●日時：平成29年１月１２日㈭  

①新春経済講演会 

  【16:30～17:30】 

 テーマ：2017年の経済展望   

 講師：㈶新潟経済社会 

               リサーチセンター 

    研究部長 江口 知章 氏 

②新年賀詞交歓会（懇親会）【17:30～19:30】 

●会場：割烹 新瀧（城町 ℡58-7191） 

●会費：4,000円（賀詞交歓会懇親会費として） 

 ※経済講演会のみ出席の場合は無料です。 

●申込：平成28年１２月２２日㈭までに村松商工会   

   （℡58-2201）へお申し込みください。 

村松商工会（女性部）主催販促セミナー開催 

 村松商工会（女性部）では、創業180年を超える老

舗百貨店・髙島屋の正面玄関に立ち続け、年間延べ3

万6千人の案内・相談・クレームに応える名コンシェ

ルジェの敷田正法（しきたまさのり）氏を講師にお招

きし、クレームのお客様をファンに変える、どんな要

望にも応える、一歩先を行く「お

もてなし」の心について講演いた

だきます。小売・サービス業経営

者をはじめ、様々な業種の企画・

営業・接客担当者は必聴のセミ

ナーです。参加費は無料、どなた

でもご参加いただけますので、ぜ

ひお早目にお申込みください！ 

◆日時：平成29年１月２４日㈫ 16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：敷田 正法 氏（㈱髙島屋日本橋店  

     総務部顧客グループ担当部長・コンシェルジェ） 

◆申込：平成29年1月20日㈮までに村松商工会へお 

            申し込みください。（TEL:58-2201） 

日本橋髙島屋コンシェルジュに学ぶ 

最高のおもてなし～人の心を動かす『気遣い力』とは～ 

  村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

  無料個別相談会【12月開催分】 

  新潟県よろず支援拠点（にいがた産業創造機構）

との共催による個別相談会を開催します。 

 売上拡大、経営改善、資金繰り、商品開発、創業

など、様々な経営課題について無料でご相談いただ

けます。ぜひご活用ください。 

■相談日時：１２月２１日㈬ 13:30～16:00 

 ※相談時間は１社あたり45分。 

 ※12/16㈮までに商工会へお申し込みください 

■対応者：辰喜 太輔 氏（税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 

2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 

貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 
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書」を年末調整を行う日までに雇用主へ提出していな

ければ、年末調整を受けることはできません。 

 商工会に年末調整等の事務を委託している事業所に

つきましては、商工会にて手続の指導を行いますの

で、税務署から送付されている納付書等年末調整関係

書類とともに、別紙案内文書に記載の必要書類をご用

意の上、平成29年1月4日㈬・5日㈭・6日㈮・10日㈫

（各日9:00～16:00）の期間中にご来会ください。 

※源泉税の納付期限は平成29年1月10日㈫（納期特例

適用者は1月20日㈮）です。日程に余裕がありませ

んので、お早めの準備をお願いします。 

 今年も年末調整の季節がやってきました。年末調整

は、従業員に毎月の給与や賞与などを支払う際に源泉

徴収税額表を基に源泉徴収した税額と、その年の給与

の支払総額について納めなければならない本来の年税

額（年調年税額）とを比較して、その過不足を精算す

る手続きです。源泉徴収税額と年調年税額は、次のよ

うな理由から一致しないのが通常です。 

⑴ 源泉徴収税額表は、年間を通じて毎月の給与の額に  

    変動がないことを前提とされているが、実際には昇   

    給や手当の増減により月々の給与額に変動がある。 

⑵ 年の中途で結婚や出産等で扶養親族等に移動があっ 

    ても、既往分にさかのぼって修正されない。 

⑶ 配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除 

    などは、年末調整の際に一括して控除することに 

    なっている。 

 年末調整の対象者は、基本的に雇用主から給与を支

給されている方の他、「事業専従者（家族従業員）」

も含まれます。ただし「給与所得者の扶養控除等申告

  源泉所得税の“年末調整”事務手続きのお知らせ 

  ～従業員等の給与に係る「年末調整」の準備はお早めに！～ 

平成２９年１月１日より６５歳以上の方も 

雇用保険の適用・各給付金の給付対象となります 

雇用保険の適用拡大等について 

●雇用保険の適用拡大について 

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者について

も、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象

となります（平成28年12月末までは「高年齢継続被 

保険者」となっている場合を除き適用除外です。）。 

①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を  

 雇用した場合 

②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、 

 平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合 

※①②のいずれかに該当し、雇用保険の適用要件（１

週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上 

の雇用見込があること）を満たす場合には、管轄のハ

ローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出

する必要があります。事務委託事業所につきましては

商工会へお問合せください。 

●65歳以上の方の雇用保険料について 

 65歳以上の方の保険料の徴収については、平成31 

年度までは免除となります。保険料率は毎年変更にな

る可能性がありますので、詳しくは厚生労働省ホーム

ページをご確認ください。（http://www.mhlw.go.jp） 

●各給付金の対象について 

 平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者について 

も、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を

満たすごとに高年齢求職者給付金が支給（年金と併給

可）されます。また、要件を満たせば、育児休業給付

金や介護休業給付金、教育訓練給付金の支給対象とな

ります。 

新潟県経済の動向＜住宅投資編（～Ｈ２８．８）＞ 

【概況】横ばいで推移しているものの、一部に弱さがみられる 

     公共投資は減少、住宅投資は持ち直している 

◆8月の新設住宅着工戸数は前年比5.5%増となった。 

 貸家や分譲の増加から３ヵ月連続で前年を上回った。 

◆持家の着工戸数は、前年比1.5％減の637戸となり、

４ヵ月ぶりに前年を下回った。 

◆貸家は前年比12.5%増の350戸となり、３ヵ月連続で

前年を上回った。 

◆分譲は前年比119.4％増の68戸となり、２ヵ月ぶりに

前年を下回った。 

（資料）国土交通省「建築着工統計」 

（注） 新設住宅着工戸数には、給与住宅の着工戸数も含まれる 

（（一財）新潟経済社会リサーチセンター「センター月報11月号」より引用） 

 《マイナンバーの確認と収集について》 

 平成28年分の給与所得の源泉徴収事務手続きから

マイナンバー（個人番号）が必要となるため、従業員

本人やその配偶者・扶養親族の個人番号の収集をお願

いしております。9月送付の「マイナンバー（個人番

号）記載票をお早目に当会へご提出ください。 
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平成２８年度 

国第二次 

補正予算分 

 

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ  ●新たな顧客獲得のためにチラシを作りたい… 

 ●商品パッケージデザインを一新したい… 

 ●店舗内の商品陳列を変えたい… 

 ●商談会や展示会に出展したい… 

 ●新商品のサンプルを製作したい… 

 ●ホームページを作り替えたい… 

 経営計画に基づいて行う地道な販路開拓等への取り組  

 みに要する経費の２/３（上限５０万円）を補助します！ 
公募 
締切 

 平成２９年１月２７日（金） 
      ※当日消印有効 

●補助金を利用できる対象者 ⇒ 商工会地区で事業を営む小規模事業者 

   ※補助対象となる小規模事業者とは…… 

   卸売業・小売業          常時使用する従業員の数  ５人以下 

   サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

   サービス業のうち宿泊業・娯楽業  常時使用する従業員の数 ２０人以下 

   製造業その他           常時使用する従業員の数 ２０人以下 

 

●補助金の金額・補助率 ⇒ １件当たりの補助上限額：５０万円（補助率２/３） 
 ※雇用増・買い物弱者対策に取り組む場合：上限100万円 

 ※複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合：上限100～500万円（連携小規模事業者数による） 

 ※海外展開（海外で行われる展示会・商談会への参加の場合）：上限100万円 

 

●補助金の対象となる経費 

 ①機械装置等費※単価50万円（税抜）以上の機械装置等は補助対象外 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 

 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費  

 ⑪車両購入費（買い物弱者対策事業のみ対象） ⑫委託費 ⑬外注費 

 
●応募方法                           ●申請書類 

 「経営計画書」「補助事業計画書」などの申請書   申請書類・公募要領は村松商工会または新潟県商工会 

 類を村松商工会に提出頂き、当会が作成する「事   連合会のホームページからダウンロードできます。 

 業支援計画書」とともに当会経由で新潟県商工会   ［村松商工会］http://www.muramatu-net.or.jp 

 連合会へ提出することとなります。         ［県連合会］http://www.shinsyoren.or.jp 

 ※必ず締切に余裕をもって事前に商工会へご相談   

 ください。提出書類に対し外部専門家等による審  ●お問い合わせ先 

 査が行われます。応募すれば必ず採択されるとい   村松商工会 TEL.0250-58-2201 

 うものではありませんので、ご了承ください。    新潟県商工会連合会（広域指導ｾﾝﾀｰ）TEL.025-283-1311 

商工会員事業所対象「景況調査」 
にご協力ください！ 

 商工会では、昨年に引き続き新潟県の補助事業とし

て、地区内商工業者の経営実態及び地域経済動向を調

査し、県の各種小規模企業等振興施策や商工会運営及

び事業活動の参考とするため、「景況調査」を実施し

ます。別途送付済みのヒアリングシート（調査票）に

ご記入の上、返信用封筒にて下記期日までに必ずご回

答くださるようお願いします。 

 なお、本調査は、無記名であるとともに、個々の回

答等の個人情報に関わるものについては、統計以外の

目的には一切使用いたしません。 

 【回答（提出）期限】平成28年１２月１２日㈪ 

 「表参道・新潟館ネスパス」 
    活用説明会の開催について 
  NICOが運営するアンテナショップ「表参道・新潟

館ネスパス」では、ネスパスをより一層有効活用して

頂くため、イベント出店の申込方法や常設店舗への商

品提案方法等についての説明会が開催されます。 

■日時：平成28年１２月１３日㈫ 13:30～15:30 

■会場：万代島ビル11F NICOプラザ 

■対象者：県内食品ﾒｰｶｰ、農産物当生産者等 

■申込：平成28年12月2日㈮までに下記までお申し込  

    みください。 

【お問い合せ・お申し込み先】 

 （公財）にいがた産業創造機構 表参道・新潟館ネスパス（山崎・江川） 

  〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-11-7 

   TEL 03-5771-7711  FAX 03-5771-7712 
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 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入促進を行っています。 

 近年、不況や後継者難による廃業の増加が顕著となり、村松商工会の会員数も減少しています。 

 つきましては、皆様の周りで商工会に未加入の方や新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられまし

たら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。 

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導内容等のご説明に伺います。 

 まずは商工会までお知らせください。 

★商工会員募集へのご協力のお願い★ 

１２月の行事予定 

6㈫ 
女性部ふるさとパック作業 

さくらカード会三役会議 

村松商工会館 

村松商工会館 

7㈬ 
マイナンバー研修会 

青年部忘年会 

県商工会館 

村松 

8㈭ 

第３回理事会 

第２回経営発達支援事業推進委員会 

金融懇談会 

村松商工会館 

村松商工会館 

村松 

9㈮ 
貯共事業運営委員会 

テーマ別研修会（ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ） 

県商工会館 

県商工会館 

11㈰ さくらカード会年末福引き抽選会 村松 

12㈪ 職制別研修会 県商工会館 

13㈫ 
職制別研修会 

e-Tax意見交換会 

県商工会館 

新津税務署 

14㈬ ECｻｲﾄ説明会（①14:00～・②19:00～） 村松商工会館 

15㈭ 

県連合会理事会・行政懇談会 

ECサイト説明会（③14:00～） 

さくらカード会役員会 

新潟市 

村松商工会館 

村松 

16㈮ ECサイト説明会（④14:00～） 村松商工会館 

20㈫ 労働保険事務組合監査 村松商工会館 

21㈬ 新潟県よろず支援拠点個別相談会 村松商工会館 

28㈬ 仕事納め  

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

五泉市村松支所 １㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 15㈭ 10:00～15:00 

１２月の年金相談のご案内 

【主催】にいがたソーシャルビジネス支援ネットワーク  

ソーシャルビジネスセミナーin新潟 

～課題を力に、不足をエネルギーに～（参加費無料） 

 地域社会の課題をビジネスの手法で解決しようとす

る企業やNPO法人が抱える経営上の課題や悩みを支援

機関が連携してサポートする「にいがたソーシャルビ

ジネス支援ネットワーク」が主催するソーシャルビジ

ネスセミナーが下記のとおり開催されます。 

 ソーシャルビジネスでの起業予定、もしくは事業を

営む方やNPO法人などの社会的企業や地域貢献に繋が

る事業を営む方はぜひお申し込みください。 

◆日時：平成28年１２月１４日㈬ 10:00～12:00 

◆会場：新潟ユニゾンプラザ5F 中研修室 

◆内容：①基調講演「地域問題解決ビジネスのための 

     資金と資源の調達方法」 

     講師：水谷 衣里 氏（三菱UFJﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ  

          ｿｰｼｬﾙｴｺﾉﾐｰ研究ｾﾝﾀｰ 副主任研究員） 

    ②施策紹介～新潟NPO協会、新潟県労働金 

     庫、日本政策金融公庫等の取組紹介～ 

◆お問合せ・お申込み先：日本政策金融公庫 新潟支店 

            国民生活事業（担当：船生） 

◆◇雇うことは、加入すること。◇◆ 

労働保険の加入はお済みですか 
～備えよう、従業員の万一に～ 

 労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている

事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入しな

ければなりません。 

 労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほ

か、雇用の安定のために事業主に支給される助成金な

どの各種支援制度も設けられており、労働者はもとよ

り事業主のためにも欠かせない制度です。 

 まだ労働保険に加入していない事業主の方は、商工

会にご相談の上事務委託いただくか、管轄の労働基準

監督署又は公共職業安定所（ハローワーク）で加入手

続をとられるようお願いします。 

【問い合わせ先】…………………………………… 

○村松商工会（TEL:0250-58-2201） 

○新潟労働局総務部労働保険徴収課 

 （TEL:025-288-3502） 

○新津労働基準監督署（TEL:0250-22-4161） 

○新津公共職業安定所（TEL:0250-22-2233） 

日本政策金融公庫（金融情報） 

  国民生活事業の貸付利率（平成28年11月16日現在） 

    ◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

       運転資金：５年以内/1.16～2.05％ 

       設備資金：10年以内/1.16～2.05％ 

    ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

       運転資金：７年以内/1.16％ 

       設備資金：10年以内/1.16％ 


